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法務省
外務省
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農林水産省
通産省

苧輸省
郵政省
労働省
辿設省
自治省
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附属書1

中央政府窟関
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附属書2

措置の対象と・なるその他の様関
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北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社

東海埼客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社
日本貨物鉄道株式会社

日本たばこ産業株式会社
国民金融公庫
住宅金融公庫
農林漁業金融公庫

中小企業金融公庫
公営企業金融公庫
北海道東北開発公庫

社会福祉・医療事業団・
中小企業信用保険公庫
環境衛生金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
日本開発銀行

日本輸出入銀行
水資源開発公団・
新東京国際空港公団

日本道路公団

環境事業団
公害健康被害補償予防協会．

国際協力事業団
国民生活センター

労働福祉事業団
悪用促進事業団
日本科学技術情報センター
国際交流基金
放送大学学風
日本体育・学校健康センター
日本中央娩馬会
日本貿易振興会
新エネルギー総合開発桟描
北方領土問題‘対賃協会
海外経済1助力基金



i

動力炉・核燃料開発事業団
日本原子力研究所
地域振興整備公団
奄美群島振興開発基金
日本育英会

私立学校教職員共済組合

鍍金保険診療報酬支払基金
心身障書者福祉協会

農用地整備公団

農林漁痩団体職員共済組合
石油公団

金属鉱業事業団
石炭鉱害事業団

中小企業事業団
日本自転車振興会

アジア経済研究所
日本小型自動車振興会
日本国有鉄道清算事業団

帝都高速度交通営団
悟易腐険福祉事業団
中小企業退職金共済事業団

日本労働研究校梯
首都高速道路．公団
住宅・都市整備公団　　．
消防団員等公務災害補償等共済基金

森林開発公団
船舶整備公団

日本鉄道建設公団

阪神高遥道路公団
本州四国連絡橋公団
新技術事業団
畜産振興事業団
蚕糸砂地顆価格安定事業団・・
理化学研究所
国立教育会館
日本芸術文化振興会
日本学術振興会
日本私学振興財団
封二会保障研究所
地方鋭馬全国協会
農業者年金基金
訂際観光振興会
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鉄道整備基金

建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合
年金福祉事業団
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王．電気通信電器

附属書3

対象となる電気通信窺器及びサービスの分節

＼

・本措置において、電気通信桜器とは、端末窟署㌫交換桟、伝送装置、窯隷通信装
置、通信ケーブルをいう。例えば、以下の桟器を含むb

l．端末磁器
電話桜、ファクシミリ

2．交換桟
PB・X、‘パケット交換恕

3．伝道装置
多重化装置、モデム、DSU

4．・無線通信装置
基地局装置、中継／受信／増幅装置、アンテナ、‘デジタル無線、ページャ

を含む無線端末装置
5．通信ケーブル

光ファイバー・ケーブル、銅ケーブル

正．電気通信サービス

本措置における・電気通信サービスは以下のものをいう。

1．上記王．の魔器に係る
（1）運用・保守サービス
（2）システム・インテグレーシ三ン

（3）カスタム・ソフトウェア開発

（4）ネットワーク管理・運用

（5）コンサルティング、マネジメ‾ント又は分析・調査

2．

（1

（2

（3

（4

（5

（6

（7

その他サービス
）

）

）

）

）

）

）

電子メール
ボイス・メール

オンライン惰報・デー・タベース取り出し　　t
El〕f

高圧・付加価値ファク‾シミ・リ

コード・プロトコル裟挽

オンライン†朋子R・データ処型！

（注）2．（1）～（7）は、新たな政府調塔に聞する協定の我がは膵抒戌鮎強
ヽ

の分誹による。
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附属書4

調達審査委員会

1．　委員会

（1）委員会は、審査対象となる調達に関して実質的な利専関係を持つものセあっ
てはならない。

（2）委員会は、苦情を文書で受理し、桟関による調達のいかなる側面に関しても

事実関係を調査し、様関に対する提案を行う。

（3）委員会は、政府調達に関する有識者で構成する。利書関係号有する委員は・♪
当該苦情審査に参加できない。

（4）委員会は、必要に応じ、審査対象となる調達に関し知見を有する技術者等よ

り意見を聴くことがセきる。‘この場合、当該技術者等は．、当該調適に関して実質的
な利害関係を持つ者であってはならない。

2．　苦情申立てを行うことができる者

供給者は、この手続の精神又は条項に反する形で調達か行われたと判断する場合
には、委員会に対し、苦情を申し立てることができる。また、．供給者は、独占禁止
法に違反する入札を行った者が落札したと判断する場合も苦情を申し立てることが

できる。供給者が、本措置のj整反があると考える場合には、まず、当該調達を行っ

た磁関との問で解決を求めることが奨励害れる‘。

3．　参加者

調達窺関及び当該調達に直接の経済的利磐を有する供給者は、苦情処理手続に参
加できる。

4・．　調達蓉査手続

（1）供給者は、調達手続のいずれの段階であっても、行動計画の対象となるいず

れかの規定に反する形で調噂が行われたと判断する場合には、苦情の要因が判明し、
又は当然判明し得るようになってから＿10日以内に、委員会へ苦楠を申し立てるこ‘

とができる。供給者はこ委員会に苦†洋を申し立てた後1作業日以内拝、与の写レを
桟関に提出する（日数の計釦ま、特に規定のない限り月酎ヨによる）∴
（2）要具会は、苦情の申立てが遅れて行われても、．正当な哩由があると認める場
合には当該申立てを受哩できる。
（3）委盛会は、申立て後7日以内に悲憤を寄査し、下記の各項に該当する場合に
は、宙両Hこより理由を付して却下することがでさる。

（イ）遅れて申立てが行われた場合
．（ロ）・行動計画と頼保l係な場合
（ハ）軽微な、又は醜態味な場合

－80－
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（ニ）供給者からの申立てでない場今
（ホ）その他委員会による寄査が適当でない場合

（4）委員会は、苦情が耳当に申・し立てられたと認める場合には、当該調達に関係
するすべての供給者に対して1日以内．に文書七通知す‾る。

（5）契約締結又は契約執行の停止．

（イ）委員会は、’契約繹籍に至る前の段階での書情申立てについては、苦情処理に
係る期間内は契約を締結しない旨の要請を、申立て後10日以内に速やかに文書で
行う。

（ロ）委員会は、契約締結後1廿日以内に行われた苦情申立て，については、苦情処

理に係る期間内は契約執行を停止する旨の要請を速やかに文書．で行う0
（ハ）機関は、委員会から契約を締結しない旨又は契約執行を停止する旨の要請を

受けた場合には、速やか－ここれに従う。ただし、当該機関の属する棍関の長が緊急
かつやむを得ない状況にあるためく叉は国益」二の理由があるため、横関として委員
会の要請に応じることができない‘と判断し、かつ、その旨を事実関係とともに直ち

に委員会に文書で通知する場合は、この限りでない。
（6）調査

（イ）委員会は、苦情申立人及び棍関による説‾明、主張その他文書の提出等によっ
て苦情についての調査を行うものとする。
（ロ）委員会は、苦情申立人若しくは棍関の要諸により、又は委員会自らの発意に
より、苦情の内容について公聴会を開くことができる。

（7）機関‘の報告書
（イ）綴関は、委員会に対し、苦情申立ての写しが提出された後14白以内に、以

下の事項を含む苦情に関する報告書を提出しなければならない。

①　当該苦情に関連する仕様審又はその一部を含む入札審頚
②　当該苦情に関連するその他すべての文審

③　関連するすべての事実、判明した事舞、桜関の行為及び提案を明記し、か

つ，、苦情事項のすべてにこたえている説明文
③　苦情を解決する上で必要となり得る追加的事項又は惰報

（ロ）委員会は、（イ）に定める報告撃を受額後直ちに、申立人に関係文番の写しを送
付するとともに、申立人に対し、、関係文番の受領後7日以内に、重恩会へ意見を提

出する又は当該文宙に基づき事実判断を望む旨の要望を提出する棍会を与えなけれ
ばならない。委員会は、意見を受領した後直ちに、その写しを楼関に送付しなけれ
ばならない。

5．器査結罪及び提案

（l）委員会は、苦惰力叩し立てられた接9叩以l知こ、審査結果の報告串及び接
B机こ対する提案宙を作成する。委盛会は、その詐査結抽こおいて、苦†洋のすべて又
は一部を認めるか又昼却下するかを明らかにするとともに、調達の手続が行動計画
の定める捕捉に反して行われたものか否かを明らかにしなければならない。

（2）委員会は、姑排に違反する不正又は行為の紺処を発見した場合に昼、過当な
執行当局による捕捉を求めるため、当絃当局に通報するこ

－81－
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（3）委員会は、薯査詰果及び提案を作成するにあたり＼調達手続における環庇の
程度、一部又はすべての供給者に与えた不利益な影響の程度、行動計画の趣旨の阻

害の程度、参加者の誠意、当該調華に係る契約の履行の程度、当該提案が政府に与
える負担、調達の緊急性及び桟関の業魂に対する影響等、当該調達手続に関するす
べての状況を考慮するもの‘とする。

（4）委員会は、行動計画に定める措置が実施されていないと認める場合には、以
下の一又は二以上を含む適切な是正策を提案する。

（イ）新たに調達手続を行う。
（ロ）調達条件は変えず、再度調達を行う。
（ハ）調達を再轟査する。

（二）他の供給者を契約締結者とする。
（春）契約を破棄する。

（5）委員会は、審査結果の内容を文轟にし、提案とともに1作業日以内に苦情申
立人、桟聞及びその他の参加者に送付する。
（6）棍関は、原則として、当該楼関自身の決定として、正当に申し立王られた苦

情に係る委員会の審査諸掛；従うもの・とする。桟関は、審査結果に・従わないとの判
断を行った場合には、報告書を受領してから60日以内に理由を付して、委員会に
報告しなければならない。

（7）委員会は、審査結果に関する外部からの照会に応じる。

6．迅速審査

（1）委員会は、苦情申立人又は横間から文書で軍情の迅速な処理の要請かあった
場合には、この項に定める迅速審査の卓続に従って曹情処理を行うか否かを決定す

る。

（2）委員会は、迅速蕾査の要請を受領した後2日以内に迅速審査を通用するか否
かを決定し、苦情申し立て者及び桟関に対しその旨を通知する。

（3）嘩速若査が通用される場合の期限及び手続は、次のとおりとする。
（イ）校閲は、委員会から迅速審査通用ゐ通知を受けた後6．日以内に、・4．（7）に定

める苦情に関する報告番を委員会に提出する。委員会は、報告沓受領後直ちに、許

情申立人及びその他の参加者に関連文宙の写しを送付するb委員会は、菩岬申立人
t

及びそゐ他の参加者に対し、．当該文番に係る意見を委員会へ提出する又は当該文客

に基づき事実判断を望む旨の巽盟を提出するため、5副即か措予を与え・る。委見会
は、意見の受領後直ちに、その写しを積閲に送付する。
（ロ）一委見会は、苦槽に関する器査結果及び提案を苦鼎申立て後251ヨ以内に文砧
で行う。

7．機関による文恕保存

以上の菅梢処理手続に矩するため、桟側は、行動計画1．2．に定める基準覇以
上の調達について、調逮手続が行動計画に定める措定に従って行われたごとを紺の

するため、契約を締結した．日から5年間、俣1逆の文鮎を保存しなければならない。
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凡例．：　⊂コ全ての調達について実施

（参考1）

して、開発・改造案件及びも0万SDR超の調達額と見込まれる調達

と言か菖窮袈轟闇欝宮殿主君貼益雄雲鉛管撃絹
外のもの

資　格　審　査

将来の調達計画等

年度当初の官報公示

会合の開催

馨裏も葛連票賽磁皇宮裏書毒碧鴇扁：国外での

すべての調達について一般的な情報提供

こ蒸董罰韓絹鮎酢調達についてより特定

配ゐ配望配批た上で長期甲調達

意見招請手読等

仕様書案作成完了の旨の官報公示

二二二‾［聖華蕪
仕様書案に対する意見等の提供期限

年度開始前／年度開始に資料諾供招請！二つ書官報公示

1－－少なくとも30日
l

l

t●　…　●　●　．　1°・…　ll　－　…　●　tヽ　．　th　－　－　‥　ll　…　●　●　…　－　…　－　－

1：関心を表明した下請け供給者のリスト提供：
：●‥‥一二・・…・・－・，・・－‥－・‥・・－……‥・－－・‥J

一一‥少なくとも60日・

一般競争契約の実施の悉底

ノF．ヽ
l壕

駈 定 契 約 の 事 前 公 示

甜醗
少なくとも40日

落札の　官．報公示

－4一●．．．－▼ld■－．1－．．．－4－－．－．一一．－．．一一一．一一．．一一．一一．．－．．．－．．．－．．－．．．－．．一．．一．．一一一．－．．．一一．．－．t4．．．．－．．．－－．．－．．．一一一一．．一°－．－．°1．°°1．°°一°°一．

、書冊処理手許等

苦　情　処　理　手　続

不　公　正　な　入　札　の・防　止
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措置第Ⅳ章に定める枝関の中央窓口一覧

枝　　 園　　 名 中　 央　 雷　 口 代 表 電 話 ． 内 ・‘綾 F　 A ．X

衆議院 庭坊部会 計理 ‘ 03－3封 ト＝ ‖ （2323）’ 83－358 1－92 14

容認院 庶務部会 計址 ・ 0駐 358 1－31日 （2579 ） 03－358 1－1020

最高敦 剖所 事務 総局経理 局監査訟 ．03－325 4－81日 （3445 ） 03－3234 －3529 ‘

会計検 査院 事務総長 官房会計註 03－35 8卜325 l （2253 ） 03－35S lT8076

内閣及 び総理府 大臣官房 会計証契約係 0 3－358 卜235 1 （2322 ） 03－358卜2257

公正取 引委員会 事務 局 官房庶務課 用度係 03－35S l・547 1 （434）・ 03－358 1－fg53

国 家公安委長 全 く警察 庁） 長官官房 会計註調遜僑 ・0 3－135S 1－0 14 1 （2243 ） 03－358卜0533

公事 等調整委員 会 事坊局拉 坊珠 会計係 03－35S l－236 1 （35 15） 03－358 1－94SS

宮内庁 長官官房 主計駁支出負捜 行為係 03－32 13・llll （275） ・03－328 2－1封 1

総 務庁 長官官房 会計注審査係 0 3－358 l・536 1 （4 1亜 ） 03－3505 －19封

北 梅遁闘発庁 詮誘珠釜理 詰 1係 03－35S l－9 l ll （2由5） 03－353 1－128S

03二358卜9404

防 待i庁 ・ （未 定） 03－3408 －52日 －

経 済企画庁 長官官房会 計課契約係 03－358 卜025 1 （5 129 ）

科学技 術庁 長官官房 会計課 0 3・358 1－5 27 l （272） 03－350 4－25S4 ・

環坊庁 長官官房会計部 決算僑 03－358 ト3 351 （6 170 ） 03－359 －餌32

沖縄 拘先庁 総務 局会計恕 ・．03－353卜238 1 く4023 ） 03－525卜了l77

国土庁 長 官官房会計謎決罪係 03－3593 －33日 （7 153 ） 03－350ト53胡

接坊省 ． 大臣官房会計部監査室 03－3580 －4 1日 （22 12） 03－3592 －7 11・2

外様省 大臣官房 会計註調遜富 03－3580 ・5257 （直通 ） 03－358 1－朗報

大蔵省 大 臣官房会計課決算罰 l係 03－3 5S l－4 lll （2 125） 03－525 l－2 152

文部省 大臣官房 会計諜総坊班法規係 03－3 58 1・42 1「 （2 185） c3－359卜S 140

厚生省 大 臣官房会計訟 03－．3 503 ・17 11 （22 1．2 ） c：－3503 －1112

農 林水産 省 大臣 官房経 理証 特定調遜誼措偲 03－3 502－3 l‖ （249 1） 83－3505 －1935

通 商産芸 者 大豆官房 会計牒 03－35 0－1－15日 ・（2235） 03－3560 －2胡3

運 輸省 大臣官房 会計謀 契約 調技官 03－35 80－3 1日 （5 3S5） C3－3580－7SOj

鄭政省 大臣官房財 務部国際調遜企 画富国防備 ．03－35 04－42引 （直通） 由一3 50専一0 194

労働省 大臣官房 会計瓢 調度班契約係 03－35 93－12日 （5 1 12） 寝－3 502－2950

建設省 大臣官房会計鞍鯛迦惰親 任 03－3 58 0・43日 ・ （22 77） 63－5 25卜ほ23

自治省 大豆官房会 計舘支 出負担行 鶴羽定位 03－358卜53 1 1 く422） 0‡－35 97一0055

北 海遺旅客鉄道托式全社 隙訪部資材鞍企画制だ係 0 11－222・7 131 （直通 ） Giト26 卜53 1j

黒 日本旅客鉄遺檻式会 社 肘琵部偉材鞍該祝 ・品質管理 係 03－32 12 －265 7． く蔭適 ） 03－37は・25封

刃i崗旅 客鉄道株式会社 管財部資材恕施設筏眉虜 052－554－253S （直通 ） 052－55 4－2535

西 日本旅 客鉄道株式会社 据務 部錘 材牒 調査係 05－375・S99 l （近道 ） e5－375－8£52

四国旅 客鉄道株 式会社 肘紘 部賢材 批計画 佐 087S－22－39的 （荘通） 037S－22－3990

九州旅客鉄道株 式全判： 縁 訂瑚 酎 網 棚 膵用 湖 雁 093・33 1－35桐 （冠通 ） 093・33 1－3504

日本籍初段違価 式全社 財務部証相性購 買係 03－32 12－5903 （近道 ） 03●3285－0070

日本たば 土産茫株式会 址
●

定彷部呈宕務 性 0 3－34 7ヰー3 lll （23 22） 03－5479 －0封0

国 民余韻 公辟 庶 務部用ば放 03・3270 －4 1日 （726） 03・324 l－947g

住宅食寂 公庫 接彗 部会計放㌍釣班 03－3796 ・6 1日 （295） 03・3 796－5 175

農林 独欝余韻公辟 圧子方部庶 務幻！ 03－3270 －225 l t （333）‘ 0 3－327 0－2350

中小企 窮余昌皇公拝 庶務 部庶 細部 I03－3270‘●126 1 （25 11） 由一32’7 0・1207

公営食 餌余韻 公灘 誼 抜部止：輔盈：庶瑞第 2 佐 03－3由 卜03 11 （30） 03－35 05－1959

1北弼道裏北 開先生揮 耶 彷部庶揃瓢 03－32 70 一柑57 （28日 03二3245 －0775

比企帯紙 ・l芝試用 書 l刀 緩豊部会計悪 03・3 438 ・9929 （揖勘 ） 03－343 8－02 1g

中小 企業搭川 保険仝揮 妄法 相 庸 湖 悪 03－32 70 ・235 1 （833 1） 03－3242 －00j3

環境 衛生企景 公雄 呈笑葛部品だl！放 03－35 52 ・5引5 （証適 ） 03－35S2 －4730°

it帽 振 興l；悦 余愚 公梯 総訪印総務激 03・35S 卜3 2朋 （示l通 ） 83う5 1卜S2 33

甘利開発親行 址 彷部良三拐盈！ 03 132車卜柑6 0 （道道 ） 03・3278 －SO9 7

1 本輸 出入親行 穏嘗淵 註 梯激 03・32S 7－9両5 （正i通 ） 03－32S7 －9封 0
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桜　　 関　　 名 中　 央　 雷　 口 代 麦 電 話 内 ．緩 F　 A　 X

水 資 源 開 発 公 団 1 凄 理 部 契 約 等 0 3 －3 5 8 4 －1 2 5 l （2 2 1 5 ） 0 3 －3 5 8 4 －1 2 4 7

’ 地 域 振 興 整 備 公 団 経 理 部 契 約 監 聖 註 0 3 －3 5 0 ト 5 2 1 1 （6 3 7 ） ‾0 3 ・3 5 0 1 －5 2 0 9

農 用 地 整 備 公 団 護 理 部 逢 理 証 0 3 －3 4 3 3 －0 1 7 1 （3 5 5 ） 0 3 －3 4 3 3 －5 4 5 5

石 油 公 団 総 務 部 会 計 課 ・ 0 3 －3 5 9 7 ・7 5 3 7 （直 通 ） 0 3 －3 5 9 ト 0 1 7 2

新 東 京 国 際 空 港 公 団 経 理 部 契 約 課 0 3 －3 6 3 g －5 2 封 （直 通 ） 0 3 －3 5 3 9 －8 2 2 7

日 本 道 路 公 団 調 達 用 地 部 契 約 証 0 3 －3 5 0 5 －0 日 l （5 2 7 9 ） 0 3 －3 5 0 6 －0 9 3 9

首 都 高 逗 道 箱 公 団 経 理 部 契 約 課 契 約 調 査 班 0 ，3 －3 5 0 2 －7 3 日 ．（2 8 3 8 ） 0 3 －3 5 0 2 －3 0 5 2

住 宅 ・ 都 市 整 備 公 団 遠 望 部 契 約 監 理 課 監 理 係 0 3 －3 2 5 3 －S l l l （3 3 0 g ） 0 3 －3 2 5 3 －S 1 4 7

動 力 炉 ・核 燃 料 開 発 串 嚢 国 ’ 累 積 部 裳 務 】駐 0 3 －3 5 S 6 －3 3 l l （2 3 0 5 ） ’ 0 3 －3 5 0 5 －1 5 5 2

環 境 郡 真 田 経 理 部 契 約 課 由 一5 2 5 ト 1 0 2 7 （退 避 ） 0 3 －3 5 9 2 －5 0 5 7

国 際 協 力 革 袋 団 経 理 部 施 設 用 度 矩 0 3 －3 3 端 －5 1 0 3 （荘 遜 ） 0 3 －3 割 5 －5 舅 7 ’

年 会 福 祉 事 貧 団 経 型 部 造 型 諜 0 3 －3 5 8 2 －2 胡 l （3 1 2 ） 0 3 －3 5 0 2 －2 0 5 3

金 環 鉱 菜 諺 栗 田 宣 林 部 契 約 雲 0 3 －3 5 0 3 ・2 3 0 I （3 4 ヰ） 0 3 －3 5 0 1 －0 5 7 0

石 庚 鉱 書 夢 巽 団 宗主林 部 墓宝珠 誕 0 3 ；3 5 0 2 ・5 2 2 l （直 通 ）． 8 3 －3 5 0 3 －7 4 S S

中 小 企 空 事 票 田 接 寧 部 契 約 施 設 牲 0 3 －3 4 3 3 ・出 目 （2 0 3 1） 0 3 －5 4 7 0 －1 5 1 2

日 本 国 有 鉄 道 清 算 箪 票 田 経 理 部 会 計 第 1 課 0 3 －3 2 1 4 －3 5 5 5 （直 通 ） 0 3 －3 2 1 4 －7 9 5 2

折 易 保 険 措 址 事 業 団 総 務 部 盆 務 証 盆 坊 係 0 3 －3 5 3 6 －4 3 日 ．（直 通 ） 0 3 －3 5 8 5 －7 2 9 8

労 働 結 社 軍 票 皿 線 型 部 契 約 課 契 約 班 0 3 －3 2 9 2 －S 3 7 1 （3 1 1 ） 0 3 －3 2 9 2 －S S 3 5

中 小 企 雲 迅 位 金 共 済 耶 蓑 田 呈宝珠 郎 会 計 証 ． ． 0 3 －3 ヰ0 6 －0 1 5 1 （5 2 4 ） 0 3 －3 4 3 7 －4 4 3 S

罷 用 促 進 軍 票 団 接 哩 部 密 約 第 1 牡 用 度 係 0 3 －3 2 2 2 －S O 5 7 （直 通 ） 0 3 －3 2 2 2 －1鋸 0

許 部 笛 遥 度 交 通 嘗 風 道 悪 部 資 材 管 型 撮 0 3 －3 3 3 7 －7 0 5 5 （直 通 ） 0 3 －3 3 3 7 －7 1 9 2

北 方 軍 土 間 逓 対 景 協 会 琵 瑞 江 会 計 係 0 3 －3 2 5 3 －7 6 9 1 （荘 遜 ） 0 3 －3 2 5 3 －7 椚 3

疎 外 経 済 紹 力 誌 金 謹 製 部 会 計 課 0 3 －5 6 0 5 －3 6 0 j （直 通 ） 0 3 －5 6 0 5 －3 6 15

国 民 生 活 セ ン タ ー 謡 務 部 造 型 悪 0 3 －3 朋 3 －7 8 5 9 （荘 遜 ） 0 3 －3 朝 3 －1 2 0 1

日 本 原 子 力 研 究 所 巽 梯 部 契 約 第 1 取 第 1 位 0 3 －3 5 9 2 －2 3 まま （浸 透 ） 0 ‾3 －3 5 9 2 －2 3 胡 ・

日 本 科 学 技 術 情 報 セ ン タ ー 遠 理 部 会 計 斑 契 約 店 0 3 －3 5 S 卜 鋸 I l （4 7 4 ） 0 3 －3 5 8 1 －5 5 1 0

公 審 鎚 庶 故 事 補 償 予 防 脇 会 総 務 部 企 画 悪 第 1 、係 0 3 －3 5 S 5 －5 0 4 1 （2 3 7 ） 0 3 －3 2 2 圭一9 5 5 5

奄 美 群 島 振 興 間 発 碁 会 刃三京 窮 務 所 0 3 －3 寮 3 一4 3 1 S ・（直 通 ） 0 3 －5 ヰ7 3 －9 封 0

国 際 交 流 基 金 経 理 部 会 計 悪 0 3 －3 2 6 3 ・貞 9 5 （直 通 ） 0 3 －5 2 7 5 －5 9 0 S

日 本 育 英 会 会 計 駐 会 計 儲 0 3 －3 2 5 9 －4 2 5 1 （胡 2 ） 0 3 －3 2 5 9 －j S 2 3

私 立 竿 校 教 拉 貝 共 済 親 合 肘 林 部 註 習 ！諜 用 度 佐 0 3 －3 3 1 3 －5 3 2 l （5 3 1） 0 3 －3 8 1 3 －5 9 3 2

日 本 体 育 ・学 校 燵 ほ セ ン タ ー 線 型 部 緩 型 番 1 駁 用 度 等 財 投 ． 0 3 －3 4 0 3 r l 1 5 1 （直 通 ） 0 3 －3 4 7 S －3 5 S 2

社 会 保 険 埠 鐙 覿 闇 支 払 碁 会 経 理 駁 0 3 －3 5 9 主 て÷ ‖ （荘 遜 ） 0 3 －3 5 9 ト 5 ．1 9 4

心 身 陣 容 者 笛 祉 協 会 線 型 虹 0 2 7 3 －2 5 ・1 5 0 1 ‾ （荘 過 ） 0 2 7 3 －2 7 ・7 5 2 3

放 送 大 学 学 園 総 務 部 会 計 怨 用 度 第 1 捧 0 1 3 －2 7 5 －5 日 l （2 6 1 5 ） 0 4 3 －2 了5 －5 柑 5

日 本 中 火 竣 成 会 経 理 部 契 毒勺訟 訓 連 係 0 3 －3 5 g 卜 5 2 5 1 （3 2 5 0 ） 0 3 イ 5 4 0 ！）4 0 5 0

腿 林 漁 巽 用 件 椛 沌 非 番 親 告 ㌶ 訪 れ 給 訪 駄 庶 務 係 0 3 一朗 3 2 ・5 1 0 3 （屯 迎 ） 0 3 －3 4 3 2 ・3 7 5 0

日 本 抒 易 振 興 会　 － 景玉聖 和 管 理 浩 経 0 3 －3 5 S 2 －5 5 璃 （旺 迎 ） 0 3 ・3 5 S 3 －引 3 2

日 本 由 紅 玉弱 察 興 会 琵 拐 祁 0 3 －3 5 5 2 －3 3 日 （2 1 6 0 ） 0 3 －5 5 5 3 －0 7 2 4

ア ジ ア 提 訴 研 究 所 蹄 酎 醍 醐 悪 0 3 －3 3 5 3 －毒2 3 1 （6 9 0 ） 0 3 －3 2 2 6 －3 4 7 5

日 本 小 梨 也 動 封 振 興 会 註 拐 部 拉 務 悪 ． 0 3 1 3 5 0 3 －6 4 2 l （近 道 ） 0 3 －3 5 0 3 －6 4 2 3

新 エ ネ ル ギ ー ・麗 業 技 術 定 食

開 発 按 溝

口 木 労 働 研 究 捜 構

墓相 ！部 契 釣 悪 8 3 －3 9 S 7 －9 3 2 2
l

（紅 蓮 ） 0 3 －5 9 9 2 －1 1 S 4

裏芸却 ！部 緩 封 ！幻！ 0 3 －5 4 7 0 －網 引 （転 通 ） 0 3 －3 着 9 ・0 2 2 6

消 防 用 罠 等 公 務 災　 紬 的 汀 等

典 清 鴻 会

綜 持 偶 発 公 用

昆 疎 部 会 紺 地 0 3 －3 5 9 5 ・0 5 ．1 1 （駈 迎 ） 0 3 ・3 5 8 卜 7 7 2 0

毒別 冊 精 律 l！瓢 利 運 撞 0 3 －3 2 2 2 －I 2 3 I （軋 通 ） 0 3 ・3 2 2 2 －1 引 0

船 舶 彗 佑 公 はl 呈細 川 唖 潤 協 0 3 ・3 5 0 ト 2 日 5 （正 通 ） ．0 3 ・3 5 S O －S I 7 3

日 本 鉄 道 建 設 公 l封 裏毛瑠 用 廟 献 血 胡 乱 雁 0 3 －3 5 0 6 －柑 2 7 （机 適 ） 8 3 ・3 5 0 6 r l s 9 0

I尉 巾高 速 道 轟 公 印 爺 でl 部 契 杓 悪 把 釣 監 増 様 0 6 ・2 5 2 －3 1 2 I （3 3 お り 0 6 －2 5 卜 5 9 3 0

’‘ネ：州 l望 庖 連 結 ほ 公 用 割 逮 捕 的 部 契 約 部 0 3 ・3 1 3 ；ト 7 2 S I （2 5 2 3 ） 0 3 －3 ヰ3 卜 封 1 7

新 は 桁 耶 岩 間 企 両 調 査 宕 0 3 ・3 5 0 7 ・3 0 2 3 （示王遡 ） 0 3 ・3 5 0 7 ・0 7 日

テ；絹 諭 相 関 言岩 Ⅲ 遥 務 部 許 彷 監 査 隷 0 3 ．－3 5 S 2 ・3 3 3 1 （3 3 0 ） 0 3 ・3 5 3 3 －S 4 7 2

昌蔓糸 抄 砥 誹 はi l；安 定 羽帯 掴 l 提 型 部 払 埋 第 1 係 0 3 －3 6 6 7 －S 3 5 6
1

く孤 薗 ） 0 3 ・3 6 6 T r O 3 封

葛 ！化 学 研 究 所 呈律 柑 欄 闇 値 0璃 一胡 －．＝ I l （2 3 1 I） 0 4 3 ・4 5 2 ・4 5 0 5

旧 立 教 宵 全 杭 会 計 瓢 主 計 儀 0 3 －3 5 S O ・1 2 5 5 ′ （3 2 1） 0 3 ・3 5 8 1・2 0 柑



棍　　 閑　　 名‾ 中 ‘乗 ．冨　 口 代 表 電話 内　 線 F　A　x

日本芸術文化編嬰会 釜雲部経理課盆話係 03－3255－7411 （2213） 03－3255－87S2

日本学術振興会 盆務却会計課主計係 03－3253・1721 く222） 03－3237－S233 ・

日本私学振興財団 盆頚部会計課用度係 03－3230－7834 （直通） 03－3230－1325

社会保障研究所 宣頚部 03－3589－1381 ’（直通） 03－3589・3354

地方兢虜全国協会 ・ 経理部蓮埋謀 ・ 　03－3583－6841 （243） 03－5570－54胡

農買者年金基金 達聖部釜理性 03－3502－3舛1 （43） 03－3592－2550

国際敏光振興会’ 差埋却 03－3216－1904 （直通） 03－3215－1餌6

鉄道整備基金 盆坊部誼務証 03－3215－9582 （直通‾）‘ 03－3240－5640

建設諾 ・酒漕裏道芸 ・林箕退培

金共済組合

雀梯部会計課 03－5400－4308 （直通）． 03－3459－3359
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